
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 ワンストップ特例申請ファイル 

行政機関等の名称 芦別市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

個人情報ファイルの利用目的 ワンストップ特例申請の内容を確認し管理するため 

記録項目 １氏名、２個人番号、３生年月日、４住所 

記録範囲 
令和２年１月１日以降、本市に寄附金税額控除に係る申

告特例申請をされた方 

記録情報の収集方法 本人からの申請による 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

（所在地）〒075-8711 

     北海道芦別市北１条東１丁目３番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当

するファイル 

有 □無 

備考 ― 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 寄附金受付ファイル 

行政機関等の名称 芦別市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

個人情報ファイルの利用目的 ふるさと納税制度を活用した寄附者の寄附台帳 

記録項目 １氏名、２住所、３寄附金額 

記録範囲 
令和２年１月１日以降、本市にふるさと納税制度を活用

して寄附をされた方 

記録情報の収集方法 本人からの寄付行為による 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

（所在地）〒075-8711 

     北海道芦別市北１条東１丁目３番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当

するファイル 

有 □無 

備考 ― 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 寄附受領証明書発送ファイル 

行政機関等の名称 芦別市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

個人情報ファイルの利用目的 
ふるさと納税制度を活用して寄附をされた方に対し、寄

附金受領証明書を発送するため 

記録項目 １氏名、２住所、３寄附金額 

記録範囲 
令和２年１月１日以降、本市にふるさと納税制度を活用

して寄附をされた方 

記録情報の収集方法 本人からの寄付行為による 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

（所在地）〒075-8711 

     北海道芦別市北１条東１丁目３番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当

するファイル 

有 □無 

備考 ― 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 ワンストップ特例申請半券送付ファイル 

行政機関等の名称 芦別市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

個人情報ファイルの利用目的 ワンストップ特例申請受付書発送のため 

記録項目 １氏名、２住所、３性別、４寄附金額 

記録範囲 
令和２年１月１日以降、本市に寄附金税額控除に係る申

告特例申請をされた方 

記録情報の収集方法 本人からの申請による 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）経済建設部商工観光課ふるさと納税推進係 

（所在地）〒075-8711 

     北海道芦別市北１条東１丁目３番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当

するファイル 

  □有  無 

備考 ― 


